
地下タンクの微加圧検査業務   別紙７ 
  

１ 対象設備 

  エネルギー棟灯油３０ＫＬタンク  ２基及び付属配管 
  機械棟灯油１０ＫＬタンク     １基及び付属配管 
  ＲＩ棟灯油３ＫＬタンク      １基及び付属配管 
２ 検査内容 

  消防法第１４条の３の２に基づき、年１回（１０月上旬）、専門技術員によって次の

業務を行う。 
  なお、ここに示す内容は、最小限のものであり詳細は業者との打ち合わせによる。 

 （１）微加圧検査を行う。 

 （２）異常があった場合は、その原因及び場所を発見する。 

 （３）容易に修理が可能な場合（増し締め等）は、その場で対応する。 

 （４）マンホールを完全に閉鎖する。 

 （５）周囲を清掃する。 

 （６）検査後、速やかに結果報告書を作成し、甲に提出する。 
３ 負担区分 

 （１）この業務に係る費用は、すべて乙の負担とする。 

 （２）この業務に使用する電気、水道については、甲の負担とする。 
４ その他 

 （１）この業務を行う業者は、甲が指定する。 

 （２）この業務の実施前に監督員と日程、作業詳細を打ち合わせる。 

 （３）当該作業により、甲の財産に損害を与えた場合は、監督員に連絡の上、速やかに 

現状復旧する。 


